
１ 定期報告電子申請の概要 

 

1.1 電子申請による受付を始めます  

建築基準法に基づく定期報告において、窓口・郵送 での申請のほか、「千葉市電子申請

サービス」での受付を開始します。 

※今まで通り、窓口、送 での報告も可能です。 

 

1.2 千葉市電子申請サービスによる提出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2報告書の作成 

「千葉市電子申請サービス」で提出するファイルは以下の通りです。 

 

※受付できるファイル容量は合計２０MBまでです。 

※1つの申請について1つの建築物としてください。 

 

３報告書の提出 

３.１千葉市電子申請サービスのユーザー登録 

 

以下のURLから千葉市電子申請サービスのユーザー登録を行います。 

千葉市電子申請サービスURL： 

https://www.city.chiba.jp/somu/joho/system/denshishinsei.html 
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郵 
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 ※ユーザー登録を行い、ログインした状態でないと利用できません。 

報告書類種別 提出ファイル 

報告書郵検査結果表 

（以下、報告書ファイル） 

指定のExcel ファイルに内容を記入の上、Excel データのまま

提出してください。 

報告書ファイルはこちらからダウンロードいただけます（必ず

最新版のファイルをご利用ください）。 

図面郵写真 

建築設備の測定記録表

（以下、図面等ファイル） 

作成した図面等をPDF形式に変換し、PDFファイルを提出し

てください（分割されたファイルで構いません）。 

https://www.city.chiba.jp/somu/joho/system/denshishinsei.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/teikihoukoku_online.html


3.2 手続きの検索 

  

①トップ画面から手続き検索をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②オンライン申請手続きのページから「定期報告」をキーワード検索します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２報告書の 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期報告 



3.3 申請情報の入力  

   報告日、電子申請を行う方の氏名や連絡先、報告する建物の情報等を入力し、最後に

報告ファイル等を添付します。ファイルの 信が完了すると受付完了メールが届きます。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昇降機を除く） 



郵報告日 

   報告日は電子申請を行う日としてください。報告書の受付日は、原則として電子申請

が到達した日としますが、閉庁日に到達した場合は次の開庁日が受付日となります。 

 郵報告種別 

   １つの建物について、特定建築物、建築設備、防火設備の報告をまとめて行うことも

可能です。報告を行う種別すべてにチェックを入れてください。 

 

3.4 ファイル添付の方法 

  報告書ファイル（Excel）と図面等ファイル（PDF）をそれぞれ添付してください。 

 

① 「添付ファイル」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

② 次の画面の「ファイルの選択」をクリックして、添付するファイルを選択したのち、 

「添付する」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵添付するファイルの名称には文字数制限があります（ファイル名は全角で 25 文字、半

角で75文字以内にしてください。） 

郵ファイルはZIP形式等でまとめて添付することも可能です。 

 

 

 

 

 

 



○ファイル名称のつけ方 

  ファイル名の頭に以下の記号を付けて例のようにファイル名称を付けてください。 

特定建築物⇒・ tk  建築設備⇒・ks  防火設備⇒・bs 

   例：特定建築物の報告書ファイル tk_建物名称.xlsx  

     建築設備の測定記録表    ks_測定記録表_建物名称.pdf 

防火設備の図面       bs_図面_建物名称.pdf 

 ※複数の報告種別（特定建築物と防火設備等）をまとめて報告される場合は、図面等ファ

イルは必ず種別ごとにファイルを分けてそれぞれ提出してください。 

 

 

４申請状況の確認 

   

① トップ画面から申請状況確認をクリック 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログインしているユーザーが申請している報告が一覧表示されますので、処理状況を

確認し、「詳細」をクリック。 

 

返却中：報告書に修正が必要な箇所があり、担当者から修正の依頼を受けている 

    状態です。 

完了：市の担当者の確認が終わり、手続きが完了した状態です。 

    手続きが完了すると、その旨のメールが 付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5手続き完了後の対応について 



郵市の担当者の確認が終わり、手続きが完了すると、受付日、受付番号等が記載された

「手続き完了メール」が 信されます。手続き完了メールは確認後、報告ファイルと

ともに建物所有者、管理者、調査郵検査者等で共有し、大切に保管してください（電

子申請では、窓口郵送 での受付と違い「副本」はありません。） 

郵要是正項目がある場合は、速やかに改善を行い所定の改善報告書を別途提出してくだ

さい（改善報告書はメールで報告可能です。）。 

 

 

 


